
介
護
保
険
利
用
者
負
担
金
助
成
制
度

介
護
保
険
利
用
者
負
担
金
助
成
制
度

介
護
保
険
利
用
者
負
担
金
助
成
制
度

　

市
で
は
、
介
護
保
険
の
居
宅

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
場
合
、
利

用
者
負
担
金
の
一
部
を
助
成
す
る

制
度
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

今
年
度
の
受
給
資
格
の
認
定
申

請
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
の
は
、
介
護
認
定

を
受
け
て
い
る
人
で
、
次
の
要
件

を
満
た
す
人
で
す
。（
た
だ
し
、

生
活
保
護
受
給
者
は
除
き
ま
す
。）

① 

平
成
17
年
度
の
市
民
税
が
世
帯

全
員
非
課
税
で
老
齢
福
祉
年
金

を
受
給
し
て
い
る
人

　

← 
利
用
者
負
担
金
の
２
分
の
１

を
助
成

② 

平
成
17
年
度
の
市
民
税
が
世
帯

全
員
非
課
税
の
人

　

← 
利
用
者
負
担
金
の
４
分
の
１

を
助
成

・
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

（
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
）

・
特
定
施
設
入
所
者
生
活
介
護

（
有
料
老
人
ホ
ー
ム
等
）

・ 
別
の
減
額
制
度
等
に
よ
り
、
利

用
者
負
担
金
が
減
額
に
な
っ
て

い
る
も
の

　

助
成
を
受
け
る
た
め
に
は
、
事

前
に
資
格
の
認
定
が
必
要
で
す
。

認
定
さ
れ
る
と
、
そ
の
申
請
月
の

利
用
者
負
担
金
か
ら
助
成
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
有
効
期
間

は
翌
年
６
月
ま
で
で
す
。

※
現
在
受
給
し
て
い
る
人
も
、
受

給
資
格
の
有
効
期
間
が
本
年
６
月

で
満
了
し
て
い
ま
す
の
で
、
改
め

て
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

印
鑑
お
よ
び
対
象
者
名
義
の
金

融
機
関
の
口
座
番
号
等
が
分
か
る

も
の
を
持
参
の
う
え
、
介
護
い
き

が
い
課
ま
た
は
総
合
支
所
健
康
福

祉
課
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
左
記
へ

★ 

介
護
い
き
が
い
課
☎
㉕
１
７
１

９
、
総
合
支
所
健
康
福
祉
課
☎

72
１
３
３
１
（
内
線
３
１
２
）

対
象
者
と
助
成
率

対
象
と
な
ら
な
い
サ
ー
ビ
ス

申　

請

ご
存
知
で
す
か
？

　

６
月
１
日
、
元
児
玉
町
議
会

議
員
の
野
本
久
五
郎
氏
88
＝
児

玉
町
下
浅
見
＝
が
旭
日
単
光
章

を
受
章
さ
れ
ま
し
た
。

　

心
よ
り
お
祝
い
を
申
し
上
げ

ま
す
。

受
給
資
格
の
認
定

　

今
議
会
の
初
日
に
市
長
か
ら
提

出
さ
れ
た
議
案
は
、
条
例
等
19
件
、

平
成
18
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算

１
件
の
あ
わ
せ
て
20
件
で
す
。

　

主
な
内
容
は
、
本
庄
市
の
市
章

を
制
定
す
る
に
あ
た
り
、
調
査
・

審
議
を
行
う
選
定
委
員
会
を
設
置

す
る
た
め
の
『
本
庄
市
市
章
選
定

委
員
会
設
置
条
例
』、
住
居
表
示

の
実
施
区
域
を
Ｊ
Ｒ
高
崎
線
以
南

の
県
道
本
庄
寄
居
線
と
女
堀
川
で

囲
ま
れ
た
地
域
お
よ
び
北
堀
の
一

部
の
地
域
（
四
季
の
里
住
宅
団
地

付
近
）
と
定
め
、
そ
の
方
法
を
街

区
方
式
と
す
る
『
住
居
表
示
を
実

施
す
べ
き
市
街
地
の
区
域
及
び
当

該
区
域
内
の
住
居
表
示
の
方
法
に

つ
い
て
』、
本
庄
市
老
人
福
祉
セ

ン
タ
ー
つ
き
み
荘
お
よ
び
本
庄
市

民
文
化
会
館
の
施
設
の
管
理
に
関

し
て
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
ワ

ク
ワ
ク
ボ
ー
ド
と
沖
デ
ベ
ロ
ッ
プ

メ
ン
ト
株
式
会
社
を
そ
れ
ぞ
れ
の

施
設
の
指
定
管
理
者
と
し
て
指
定

す
る
こ
と
に
つ
い
て
議
会
の
議
決

を
求
め
た
『
指
定
管
理
者
の
指
定

に
つ
い
て
』、
歳
入
歳
出
に
そ
れ

ぞ
れ
２
、
２
２
４
万
１
千
円
を
追

加
し
、
総
額
２
２
４
億
４
、
３
２

４
万
１
千
円
と
す
る
『
平
成
18
年

度
本
庄
市
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
１
号
）』
な
ど
で
し
た
。

　

ま
た
、
最
終
日
の
21
日
に
は
、

議
員
提
出
議
案
と
し
て
『
医
師
・

看
護
師
等
の
増
員
を
求
め
る
意
見

書
』『「
非
核
平
和
都
市
宣
言
」
に

関
す
る
決
議
』
の
２
件
が
提
出
さ

れ
ま
し
た
。

　

市
議
会
で
は
、
17
日
間
に
わ
た

る
審
議
の
の
ち
、
す
べ
て
の
議
案

を
原
案
ど
お
り
可
決
・
承
認
・
同

意
し
て
閉
会
し
ま
し
た
。

平
成
18
年
市
議
会
第
２
回
定
例
会
が
、
６
月
５
日
か
ら
21
日

ま
で
の
17
日
間
の
会
期
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
条
例
の
制
定

や
平
成
18
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
な
ど
、
議
員
提
出
議
案

も
含
め
て
22
議
案
を
慎
重
に
審
議
し
た
結
果
、
す
べ
て
の
議

案
を
原
案
ど
お
り
可
決
・
承
認
・
同
意
し
閉
会
し
ま
し
た
。

一
般
会
計
補
正
予
算
な
ど

　
　

追
加
議
案
を
含
め
22
議
案
を
審
議

4

旭日単光章
野本 久五郎 氏
（児玉町下浅見）



　

国
民
年
金
保
険
料
を
未
納
の
ま

ま
に
し
て
お
く
と
、
将
来
の
老
齢

基
礎
年
金
や
、障
害
・
死
亡
と
い
っ

た
場
合
の
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族

基
礎
年
金
を
受
け
ら
れ
な
く
な
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

失
業
や
所
得
が
少
な
い
な
ど
の

理
由
で
、
保
険
料
を
納
め
る
こ
と

が
困
難
な
場
合
に
は
、
免
除
制
度

や
納
付
猶
予
制
度
が
あ
り
ま
す
の

で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
平
成
18
年
７
月
か
ら
は

「
多
段
階
免
除
制
度
」
が
導
入
さ

れ
、
こ
れ
ま
で
よ
り
制
度
を
利
用

し
や
す
く
な
り
ま
し
た
。

　

申
請
し
、
承
認
さ
れ
る
と
保
険

料
の
納
付
が
免
除
さ
れ
ま
す
の
で
、

制
度
の
適
用
を
希
望
す
る
場
合
は
、

お
早
め
に
市
民
課
（
市
役
所
お
よ

び
総
合
支
所
）
で
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。

※
平
成
17
年
度
の
申
請
時
に
継
続

審
査
を
希
望
し
た
人
で
、
全
額
免

除
ま
た
は
納
付
猶
予
が
承
認
さ
れ

た
人
は
、
平
成
18
年
度
の
申
請
は

不
要
で
す
。
後
日
、
社
会
保
険
事

務
所
か
ら
郵
送
さ
れ
る
通
知
で
結

果
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
多
段
階
免
除
制
度

　
（
平
成
18
年
７
月
か
ら
）

　

こ
れ
ま
で
は
、
全
額
免
除
ま
た

は
半
額
免
除
の
２
段
階
で
し
た
が
、

「
４
分
の
３
免
除
」「
４
分
の
１
免

除
」
が
新
た
に
加
わ
り
、
４
段
階

に
な
り
ま
し
た
。

対 

象　

本
人
（
学
生
を
除
く
）・

配
偶
者
・
世
帯
主
の
前
年
所
得

が
一
定
額
以
下
の
人

承
認
期
間　

７
月
か
ら
翌
年
６
月

◆
若
年
者
納
付
猶
予
制
度

対 

象　

30
歳
未
満
の
人
（
学
生
を

除
く
）
で
、
本
人
・
配
偶
者
の

前
年
所
得
が
一
定
額
以
下
の
人

承
認
期
間　

７
月
か
ら
翌
年
６
月

◆
学
生
納
付
特
例
制
度

対 

象　

学
生
で
、
本
人
の
前
年
所

得
が
一
定
額
以
下
の
人

承
認
期
間　

４
月
か
ら
翌
年
３
月

※
学
生
納
付
特
例
制
度
の
平
成
18

年
度
分
の
申
請
は
、
４
月
か
ら
受

付
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
希
望
す

る
人
は
お
早
め
に
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。

持
参
す
る
も
の

①
年
金
手
帳

②
印
鑑

③ 

平
成
18
年
度
ま
た
は
平
成
17
年

度
に
失
業
し
た
人
が
申
請
す
る

場
合
は
、
失
業
し
た
こ
と
を
確

認
で
き
る
書
類
（
雇
用
保
険
受

給
資
格
者
証
・
雇
用
保
険
被
保

険
者
離
職
票
等
）

④ 

学
生
の
場
合
は
、
新
学
年
の
学

生
証
（
コ
ピ
ー
可
）
ま
た
は
在

学
証
明
書

※
申
請
が
遅
れ
た
場
合
で
も
、
申

請
年
度
の
７
月
（
学
生
納
付
特
例

制
度
に
つ
い
て
は
４
月
）
ま
で
さ

か
の
ぼ
っ
て
承
認
さ
れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、
申
請
日
前
に
生
じ
た

事
故
や
病
気
に
よ
る
障
害
・
死
亡

に
つ
い
て
は
、
障
害
基
礎
年
金
や

遺
族
基
礎
年
金
を
受
け
取
れ
な
く

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
早

め
の
手
続
き
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
左
記
へ

★ 

市
民
課
（
市
役
所
）
☎
㉕
１
１

１
４
、
市
民
課
（
総
合
支
所
）
☎

72
１
３
３
１
（
内
線
３
３
４
）、

熊
谷
社
会
保
険
事
務
所
☎
０
４

８―

５
２
２―

５
２
１
１

国
民
年
金
保
険
料
免
除
申
請

国
民
年
金
保
険
料
免
除
申
請
のの

受
付
受
付
がが
始始
ま
り
ま
す

ま
り
ま
す

平
成
18
年
度
の

平成18年7月1日号5

《免除の所得基準額》
所得基準額 月額保険料（18年度）

全額免除・若年者納付猶予 （扶養親族等の数＋１）×35万円＋22万円 ０円
４分の３免除  78万円＋（扶養親族等の数×38万円※）＋社会保険料控除額等 ３,４７０円
半額免除 118万円＋（扶養親族等の数×38万円※）＋社会保険料控除額等 ６,９３０円
４分の１免除 158万円＋（扶養親族等の数×38万円※）＋社会保険料控除額等 １０,４００円
学生納付特例 118万円＋（扶養親族等の数×38万円※）＋社会保険料控除額等 ０円

※扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは48万円、特定扶養親族であるときは63万円。
　上記の基準を超えていても、失業や天災などの理由で免除が承認されることもあります。

《免除や納付猶予等を受けた期間の取り扱い》
国民年金の
受給資格期間

老齢基礎年金を受けるとき
（全額納付した場合の年金額と比較した場合）

障害･遺族基礎年金を
受けるとき 追納期間

全額免除

算入されます

年金額に３分の１が反映

保険料納付済期間と
同じ扱いです

10年以内
※保険料を追納する
場合、３年目から当
時の保険料に加算が
つきます

４分の３免除 年金額に２分の１が反映
半額免除 年金額に３分の２が反映
４分の１免除 年金額に６分の５が反映
若年者納付猶予
・学生納付特例 年金額には反映されません

※ 「４分の３免除」「半額免除」「４分の１免除」を受けた場合、残りの保険料（納付すべき保険料）を納付しないと未納期間
となり、その期間分は追納できません。
※学生の場合は、納付特例の規定が優先するため、免除申請を受けることはできません。


